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１ はじめに 

広島県工事中情報共有システム（以下「情報共有システム」という。）は一般社団法人広島県土木協会（以下

「土木協会」という。）が提供しているＡＳＰサービス※です。 

情報共有システムの利用により、帳票処理や情報共有の迅速化、また、紙媒体の受け渡しに伴う負担の軽

減等、建設現場における生産性の向上が期待できます。 

本手引は、広島市水道局発注の土木及び配管工事において、情報共有システムを利用するに当たっての

運用方法等をまとめたものです。 

情報共有システム試行対象工事においては、本手引により実施してください。 

※ＡＳＰ(Application Service Provider)サービス：インターネット等を通じて、ソフトウェア機能を提供するサービス。 

 

２ 情報共有システムの概要 

情報共有システムは、受発注者間における工事施工中の工事関係書類の提出及び決裁並びに情報の共

有等を、インターネットを利用して行えるシステムです。電子納品を保管する「電子納品保管管理システム」も備

えられていますが、本局発注案件では使用しません。 

なお、利用料は共通仮設費に含んでいるため、請負金額変更の対象にはなりません。 

本局発注案件では、  内の機能は使用しません。 

 

（出典）広島県工事中情報共有システム システム説明会資料 

 

 

３ 情報共有システムに関する資料 

情報共有システムの利用に当たっては、次の資料を参照してください。 

ただし、本手引きを優先するものとし、各参照資料については本局の諸基準に整合するよう適宜読み替え

等を行ってください。 

 

図１ 情報共有システムのイメージ 

http://hiroshima.neo-calsec.com/document.html


2 

 

（1）広島県工事中情報共有システムポータルサイト「資料ダウンロード」ページより 

（https://web.neo-calsec.com/portal/hiroshima/） 

   「システム説明会資料（マニュアル）」 

↑ 全体概要及び操作マニュアル 

   「市町及び公的団体発注案件の手続き（マニュアル）」 

↑「システム説明会資料（マニュアル）」の市町用の補足 

     「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」 

       ↑補足程度に参照 

（2）（一社）広島県土木協会ホームページ「工事中情報共有システム」ページより 

（http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html） 

   「広島県工事中情報共有システム利用申込書」 

     ↑受注者が利用申込み時に使用する様式 

   「広島県工事中情報共有システム変更申込書」 

     ↑受注者が登録内容の変更時に使用する様式 

   「広島県工事中情報共有システム利用の流れ」（市町発注版） 

     ↑本局発注工事で利用する際のフロー 

   （3）システム操作説明動画 

   情報共有システムログイン後トップページ ＞ メニュー ＞ メンテナンス ＞ マニュアル・FAQ ＞ 

システム操作説明動画 

 

４ 情報共有システム試行対象工事 

情報共有システム試行対象工事（以下「試行対象工事」という。）は、特記仕様書により情報共有システム利

用の試行対象とされたものとします。 

情報共有システムの利用は、試行対象工事のうち、発注者が利用を指定する「発注者指定型」また

は、受注者が利用を希望する「受注者希望型」とします。 

 【特記仕様書記載例】 （発注者指定型） 

情報共有システムの利用について 

 本工事は、一般社団法人広島県土木協会が運営管理する広島県工事中情報共有システムの試行対象工事

であり、受注者は同システムを利用すること。 

なお、実施に当たっては、別に定める「広島市水道局発注土木・配管工事における広島県工事中情報共

有システムの利用手引（試行用）」によるものとする。 

 また、情報共有システムの利用に関する検証のため、受注者は、完成検査までに、別に定めるアンケー

トの電子データを監督員に提出するものとする。 

【特記仕様書記載例】  （受注者希望型） 

情報共有システムの利用について 

 本工事は、一般社団法人広島県土木協会が運営管理する広島県工事中情報共有システムの試行対象工事

であり、受注者の希望により同システムの利用が可能である。 

なお、実施に当たっては、別に定める「広島市水道局発注土木・配管工事における広島県工事中情報共

有システムの利用手引（試行用）」によるものとする。 

 また、情報共有システムの利用に関する検証のため、受注者は、情報共有システムの利用の有無に関わ

らず、完成検査までに、別に定めるアンケートの電子データを監督員に提出するものとする。 

https://web.neo-calsec.com/portal/hiroshima/
https://web.neo-calsec.com/portal/hiroshima/
http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html
http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html
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５ 情報共有システム利用の流れ 

情報共有システム利用の流れ（試行用） 

 広島県土木協会 技術管理課 施工担当課 受注者 
 

発注時 
 

発注者指定型工事   

の選定 

 

特記仕様書 

試行対象工事の指定 
（設計担当課） 

 

 

 
契約後 

 

案件情報・発注者情報 

の登録 

 

 

ID・PASS 発行 

 

 

 

 

 
 

申込完了通知 

 

 
 

案件情報等登録 

 

 

ID・PASS 配付 

 

 

 

 

 

 

 

利用サポート 
 

 

案件情報登録票 
 

発注者情報登録票 

受理、提出 
 

ID・PASS 受理、配付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

案件情報登録票 
 

発注者情報登録票 

作成、提出 
 

ID・PASS 受理 

 

 

工事打合せ簿 

整理番号、発注者職員等
通知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

利用開始確認 

 

 
 

 

 
 

工事打合せ簿 

利用希望 

※「発注者指定型」は不要 

 

 

 

作成、提出 

 

 

 

利用料金支払手続 

 

 

 
 

ID・PASS 受理 

 

 

工事打合せ簿 

利用開始報告 

 

 

 

 

利用申込書 

 
完成時 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

アンケート受理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

受理 

 

 

 

アンケート 
（受注者） 

 

作成、完成検査までに 
メール提出 

 
 
 

 
 
 
 

案件完了処理 

 

 

アンケート 
（発注者） 

 
電子納品形式データ 
作成・ダウンロード 

 
 

作成、提出 

 

 

アンケート 

作成、完成検査までに 
メール提出 

 

 

 

 

 
 
 
 

利用終了連絡 

 

 

電子納品データ 

完成検査 

情報共有システム利用開始 

情報共有システム利用終了 
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６ 利用について 

（１）利用の希望について（受注者） 

「受注者希望型」の場合、情報共有システムの利用を希望する受注者は、当初の施工計画書の提出まで

に「工事打合せ簿」（施工様式-43）により、利用を希望する意思を監督員に伝えてください。 

 

（２）発注者情報について（発注者） 

「発注者指定型」の工事または、受注者から利用希望があった工事の監督員は、速やかに「案件・発注者

情報登録票」を作成し、技術管理課へ提出（電子メール）してください。 

土木協会により発注者情報が登録された後、監督員は「工事打合せ簿」（施工様式-43）により整理番号、

発注者情報（職員及び担当職位名等）を受注者へ通知してください。 

 また、情報共有システム上の発注者担当職位名が本局とは異なるため、表１のとおり読み替えが必要となり

ます。監督員は、情報共有システムにおける職位の読み替えについて、併せて受注者へ通知してください。 

表１ 発注者登録一覧及び担当職位の読み替え 

 発注者登録者 情報共有システム上の名称 

発注者 

監督員 監督員 

工事係長 主任監督員 

工事課長 統括監督員 

設計者 調査員 

設計係長 主任調査員 

設計課長 総括調査員 

検査員 閲覧者（発注者） 

 

（３）利用申込みについて（受注者・発注者） 

受注者は、発注者から案件・発注者情報を受けた後、利用申込書を土木協会に提出してください。 

利用申込みの詳細は「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」の「2.2.システム利用申込み」－

「2.2.2.市町及び公的団体が発注する案件」を参照してください。 

監督員は、発注者職員が変更となった場合は、変更した「案件・発注情報登録票」を技術管理課に提出

（電子メール）し、設定完了後、受注者に、変更となった発注者職員の氏名及び担当職位名を通知してくださ

い。 

受注者は、工期、請負金額及び技術者の変更または、監督員から発注者情報の変更の通知があった際

は、変更申込書を土木協会に提出してください。 

 

（４）利用料金について（受注者） 

利用料金は、受注者から土木協会に利用申込み後、土木協会から届く請求書により、受注者から土木協

会に支払ってください（利用料は共通仮設費に含んでいるため、請負金額変更の対象にはなりません。）。 

利用料金の支払いに関しては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」の「2.3.システム利用料

金の支払い」－「2.3.2.市町及び公的団体が発注する案件」を参照してください。 

 

 

 

file://///cl5snasint002/3110000000_水道局/≪01≫常用/技術管理課/技術管理課資料室/02　要綱・要領等/01%20工事施工に関する基準・要領等/情報共有システム/土木・配管/工事/02_案件・発注者情報登録票/【○〇〇○課】案件、発注者情報登録票.xlsx
file://///cl5snasint002/3110000000_水道局/≪01≫常用/技術管理課/技術管理課資料室/02　要綱・要領等/01%20工事施工に関する基準・要領等/情報共有システム/土木・配管/工事/02_案件・発注者情報登録票/【○〇〇○課】案件、発注者情報登録票.xlsx
http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html
file://///cl5snasint002/3110000000_水道局/≪01≫常用/技術管理課/技術管理課資料室/02　要綱・要領等/01%20工事施工に関する基準・要領等/情報共有システム/土木・配管/工事/02_案件・発注者情報登録票/【○〇〇○課】案件、発注者情報登録票.xlsx
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（５）発注者職員の情報共有システムの利用について 

発注者職員の情報共有システムの利用は庁内ＬＡＮパソコンからとし、それ以外からの利用は情報漏洩の

危険性等から原則禁止とします。 

 

（６）システムメニューについて 

表２に情報共有システムの主なシステムメニューと運用方法を示します。 

図２は情報共有システムの操作画面です。 

表２ システムメニューと運用方法 

メニュー 運用方法 

書類の提出・決裁 書類の作成・提出及び提出された書類の電子決裁に利用します。 

共有書類・検査支援 
「共有書類」の機能については発注者と受注者で協議し、利用するかどうかを決定してくだ

さい。「検査支援」の機能は検査対象書類の登録・ダウンロードに利用します。 

納品物等を作る 電子成果品の登録、ダウンロードに利用します。受注者が利用し、発注者は利用しません。 

スケジュール 本機能については発注者と受注者で協議し、利用するかどうかを決定してください。 

コミュニケーション 本機能については発注者と受注者で協議し、利用するかどうかを決定してください。 

メンテナンス 
個人情報（氏名・印影・メールアドレス等）登録・変更等が行えます。マニュアル掲載ペー
ジ、FAQページへのリンクはここからです。 

案件関係者の情報 連絡先、担当職位、担当期間の照会が行えます。 

事業・案件の情報 
案件情報の照会・完了処理の確認が行えます。 

（案件完了処理の確認は発注者のみ表示、施工体制台帳は受注者のみ表示） 

担当者変更 
（受注者のみ表示） 

受注者の担当者変更が行えます。 

保管管理 
（発注者のみ表示） 

本局では、本機能は利用しません。 
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図２ 情報共有システムのホーム画面 

 

図３ 情報共有システムのメニュー画面 
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（７）情報共有システムを利用した書類の提出と決裁方法（発注者・受注者） 

ア 情報共有システムを利用して提出する書類 

「別表広島県工事中情報共有システム利用対象様式一覧」のとおり 

イ 提出方法及び決裁経路一覧 

システム内帳票 発議者 決裁経路 

工事履行報告書 

主任(監理)技術者 
→現場代理人→監督員→主任監督員→総括監督

員 

工事打合せ簿 

（提出、協議・承諾） 

主任(監理)技術者発

議 

工事打合せ簿(※1) 

(約款第 18 条関係) 

主任(監理)技術者発

議 

主任(監理)技術者 

→現場代理人 

 →監督員→主任監督員→総括監督員 

   →調査員→主任調査員→総括調査員 

→現場代理人→主任(監理)技術者 

材料確認書(3 巡) 

 監督員確認 

1 巡目 

(依頼) 

主任(監理)

技術者 
→現場代理人→監督員 

段階確認書(3 巡) 

 監督員確認 

2 巡目 

(方法等通知) 
監督員 →現場代理人→主任(監理)技術者 

確認・立会依頼書(3

巡) 

 監督員確認 

3 巡目 

（報告） 

主任(監理)

技術者 
→現場代理人→監督員 

工事打合せ簿(※1) 

(約款第 18 条関係) 

監督員発議 
監督員 

→主任監督員→総括監督員 

→調査員→主任調査員→総括調査員 

→現場代理人→主任(監理)技術者 
工事打合せ簿 

(約款第 19 条関係) 

監督員発議 

工事打合せ簿(※2) 

(約款第 18 条関係) 

監督員発議 
監督員 →現場代理人→主任(監理)技術者 

工事打合せ簿(※2) 

(約款第 19 条関係) 

監督員発議 

工事打合せ簿 

（変更を伴わない通

知） 

監督員発議 

監督員 
→主任監督員→総括監督員 

→現場代理人→主任(監理)技術者 

備考 

(※1)工事打合せ簿（契約約款第 18条関係）の協議・指示をシステム内で別処理する場合、情報共有

システム内の一覧で協議・通知の判別が容易にできるように、副題欄に協議内容の要約を記載す

ること。 

(※2)局内決裁を紙帳票で処理した後、受注者へ指示する場合 

  ただし、以下の書類は従来通り紙媒体で提出してください。 

・情報共有システムの利用開始前又は完成時の電子納品後に提出するもの 

・施工計画書、出来形管理資料、品質管理資料 

・あらかじめ、受注者と発注者の協議により、紙媒体による提出とされたもの 

・電子化することが非効率なカタログや、押印のある原本が必要な書類等 

ただし、文書の決裁は情報共有システムで行い、紙媒体のみ提出します。 

【例】 使用資材届の提出をシステム帳票と紙媒体（カタログ）とを併用する場合 

【システム帳票】 

工事打合せ簿（主任(監理)技術者発議）に使用資材届を添付し提出処理をする。 

工事打合せ簿の副題欄に「カタログは紙提出」などと記載してください。 

【紙媒体】 

工事打合せ簿（主任(監理)技術者発議）に紙媒体（カタログ等）を添付し提出してください。 
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（８）情報共有システムの利用容量について 

「広島県工事中情報共有システム提供サービス利用規約」において、１個の利用契約あたりの使用領域に

ついて定められているため、添付資料等のデータ容量について配慮のうえ利用してください。 

 

（９）情報共有システムの電子納品について（受注者） 

情報共有システムで交わした書類は、情報共有システムからダウンロードして他の電子納品対象物とあわ

せて納品してください。 

表３ 配管（土木）工事における電子納品対象図書（「工事・業務委託の電子納品の手引」より） 

区分 
電子 

納品 
摘要 データ形式 格納フォルダ名 

配

管

（
土

木

）
工

事 

工事管理ファイル ◎  XML ルート 

発注図 － 対象外   

工事打合せ簿ほか 

－ 紙媒体   

◎ 
情報共有システム利用

の場合 
ＰＤＦ  

施工計画書 － 紙媒体   

台帳 
台帳管理ファイル － 対象外   

台帳オリジナル －    

工事完成図 

図面管理ファイル ◎  XML  

図面 ◎  
SXF(SFC)及び DWG DRAWINGF 

PDF  

工事記録写真 

写真管理ファイル ◎  XML PHOTO 

写真 ◎  JPEG PHOTO/PIC 

参考図 △  JPEG又は TIFF PHOTO/DRA 

i-Construction に係る電子成果品 ※ 
国土交通省の定めた関

連要領等に準拠する。 
 ICON 

その他 － 紙媒体   

（凡例 －：対象外、◎：必須、△：任意、※：条件付必須） 

 

（10）工事検査成績評定書における加点評価について（受注者・発注者） 

情報共有システムを利用した工事は創意工夫の対象とします。 

受注者は、情報共有システムの利用に伴い「工事における創意工夫等実施状況報告書（検査様式－18）」

（以下「創意工夫報告書」という。）を提出する場合は、実施状況（検査様式-18-1）を「創意工夫－その他（備

考欄に「情報共有システムの活用」と記載）」とし、添付する説明資料（検査様式-18-2）に情報共有システム

の利用について記載してください。 

受注者から創意工夫報告書が提出された場合は、発注者は、部長までの合議の後、考査項目別運用表

（別紙－１⑧）の「5.創意工夫－Ⅰ.創意工夫－その他（理由欄に「情報共有システムの活用」と記載）」の項目

で、１点の加点評価してください。 

 

（11）アンケートの提出について 

情報共有システムに関する検証を行うため、試行対象工事の受注者（「受注者希望型」で利用を希望しな

いものも含む。）は完成検査までに別に定めるアンケートに回答のうえ、電子データを監督員に提出してくだ

さい。 

試行対象工事の監督員は、アンケートに回答のうえ、完成検査までに受注者から提出されたアンケートと合

わせて技術管理課へ電子データを提出してください。 

http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html
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（12）検査等の対応について 

情報共有システムで交わした書類は、電子データを画面に表示して検査することを原則とします。 

なお、検査を効率的に行う観点から、必要に応じ、印刷したものを準備してください。 

 

図４ 電子検査の流れ 

 

（13）情報共有システムの利用終了及び登録された工事打合せ簿等のデータについて 

検査終了後、受注者は情報共有システムの利用の終了を発注者に伝え、発注者は速やかに案件完了処

理してください。 

なお、情報共有システムに登録された工事打合せ簿等のデータについては、発注者が案件完了処理を行

う、または、工期終了日から一定期間が経過すると閲覧できなくなります。 

（情報共有システムのポータルサイトに掲載されている情報共有システム利用者操作マニュアルや広島県

工事中情報共有システム運用ガイドラインでは、案件完了処理後に電子納品データが保管管理システム

に転送される旨の記載がありますが、本局ではこの機能を利用しません。） 

 

（14）システムの操作等に関する問合せ窓口 

広島県工事中情報共有システムヘルプデスク 

ＴＥＬ ０８２－５１２－１３９７ 

受付時間：平日 ９：００～１７：００ ※１２：００～１３：００を除く 

E-mail hiroshima-hd@iss-si.jp.nec.com 

受付時間：２４時間受付（回答は平日９：００～１７：００） 

mailto:hiroshima-hd@iss-si.jp.nec.com

